
北海道旅客鉄道株式会社 公告第５号 

 

◎精神障害者旅客運賃割引規則の一部改正について（施行日：2025 年 12 月１日） 

精神障害者旅客運賃割引規則（令和６年 12 月北海道旅客鉄道株式会社公告第 11 号）の一部を

次のように改正し、2025 年 12 月１日から施行する。 

 

2025 年 11 月 27 日 

北海道旅客鉄道株式会社 

代表取締役社長   

綿貫 泰之   

 

第２条第１号を次のとおり改める。 

⑴ 紙様式（例） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第２条第２号を次のとおり改める。 

⑵ カード様式 

 

 
 


